
日 薬 業 発 第 223 号 

令和３年９月 22 日 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  森  昌 平 

 

 

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記につきまして、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありましたので

お知らせいたします。 

昨今、後発医薬品の製造販売業者が業務停止を受けたことなどに伴い、後発医薬品の

供給停止や出荷調整が頻発しており、これらの製品を使用していた保険薬局等を中心に、

代替後発医薬品を入手することが困難な状況であることに鑑み、今般、「後発医薬品調

剤体制加算」及び「調剤基本料」注７に規定する減算（後発医薬品減算）（以下「加算

等」という。）などにおける実績要件である後発医薬品の調剤割合の算出などに関する

診療報酬上の臨時的な取扱いが示されました。 

本取扱いは、小林化工株式会社及び日医工株式会社に対する行政処分等を契機として

令和３年７月１日時点で供給停止とされている品目と同一成分・同一投与形態の医薬品

（別添の別添２）について、算出対象から除外しても差し支えないとされています。ま

た、当該取扱いを行う場合においては、一部の成分の品目のみ算出対象から除外するこ

とは認められておりませんが、当該取扱いは１月ごとに適用できることとし、直近３月

の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該取扱いを行う月と行わない月が混

在しても差し支えないことが示されています。なお、カットオフ値の算出については、

今回の臨時的な取扱い対象とならず、従来通り算出することが求められています。 

当該取扱いを行い、加算等の実績要件を満たすこととする場合、別添の様式1-3を用

いて各地方厚生（支）局に報告を行う必要があり、加算等の区分が変わらない場合にお

いても、当該取扱いを行い、実績を満たす場合は、報告の対象となります。また、変更

が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合には、従前通り変更等の届出を行う必要が

あります。 

本連絡では、当該取扱いが令和４年３月 31 日を終期としているほか、報告時期など

についても示されています。つきましては、貴会会員へご周知くださいますようお願い

申し上げます。 

 

○様式1-3 


【様式１－３】記載上の留意点

				「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」（令和３年９月21日保険局医療課事務連絡） コウハツ イヤクヒン シュッカ テイシナド フ シンリョウ ホウシュウ ジョウ リンジテキ トリアツカ レイ ワ ネン ガツ ニチ ホケン キョク イリョウカ ジム レンラク

				【様式１－３】記載上の留意点 ヨウシキ キサイ ジョウ リュウイテン



						・この【様式１－３】は、事務連絡本文の１（１）①の取扱いによって新指標の割合を算出する保険薬局が、 ヨウシキ ジム レンラク ホンブン トリアツカ シンシヒョウ ワリアイ サンシュツ ヤッキョク

						　地方厚生（支）局への報告を行う際に使用するものです。



						・エクセル上にプルダウンが設定されているものは、プルダウンの中から当てはまるものを選択してください。 ジョウ セッテイ ナカ ア センタク

						　そのため、エクセル上で入力を行うことを推奨しますが、万が一、紙に手書きで記載する場合には、 ジョウ ニュウリョク オコナ スイショウ マン イチ カミ テガ キサイ バアイ

						　プルダウンとして設定されている選択肢（「各項目の選択肢」のシートを参照）以外の記載はしないようにご留意ください。 カク コウモク センタクシ サンショウ



						・報告時期については、事務連絡本文の１（２）を確認してください。 ホウコク ジキ ジム レンラク ホンブン カクニン



						・記載に関して不明点がある場合には、提出先の地方厚生（支）局各都府県事務所までお問い合わせください。 キサイ カン フメイ テン バアイ テイシュツ サキ チホウ コウセイ シ キョク カク トフケン ジム ショ ト ア







&16（別紙）




【様式１－３】報告様式

				【　様　式　１－３　】 サマ シキ

				※「★」が記載されている項目は、プルダウンから選択して入力してください。手書きで記載する場合には、「各項目の選択肢」のシートを参照し、プルダウンで設定されている選択肢以外は記載しないよう、ご留意ください。

				報告日 ホウコク ビ		保険薬局情報 ホケン ヤッキョク ジョウホウ						受理番号 ジュリ バンゴウ		届け出ている後発医薬品調剤体制加算等（９月21日事務連絡に示す臨時的な取扱いを適用した場合は「◎後発調１～３、◎後発減算」を選択してください。）
★プルダウンより選択 コウハツ チョウ コウハツ ゲンサン センタク														処方箋受付回数（回） ショホウセン ウケツケ カイスウ カイ																				（１）通常の場合（９月21日事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」に示す臨時的な取扱いを適用しない場合）の新指標の割合（％） ツウジョウ バアイ リンジテキ トリアツカ バアイ シンシヒョウ ワリアイ																				（２）９月21日事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」に示す臨時的な取扱いを適用した場合の新指標の割合（％） リンジテキ ト アツカ バアイ シンシヒョウ ワリアイ																				カットオフ値の割合（％）																				その他 タ



						都道府県番号

★１～47
より選択 トドウフケン バンゴウ センタク		保険薬局名称 ホケン ヤッキョク メイショウ		保険薬局コード ホケン ヤッキョク				令和３年
９月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
１０月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
１１月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
１２月 レイ ワ ネン ガツ		令和４年
１月 レイ ワ ネン ガツ		令和４年
２月 レイ ワ ネン ガツ		令和４年
３月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
６月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
７月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
８月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
９月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
１０月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
１１月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
１２月 レイ ワ ネン ガツ		令和４年
１月 レイ ワ ネン ガツ		令和４年
２月 レイ ワ ネン ガツ		令和４年
３月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
６月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
７月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
８月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
９月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
１０月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
１１月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
１２月 レイ ワ ネン ガツ		令和４年
１月 レイ ワ ネン ガツ		令和４年
２月 レイ ワ ネン ガツ		令和４年
３月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
６月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
７月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
８月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
９月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
１０月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
１１月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
１２月 レイ ワ ネン ガツ		令和４年
１月 レイ ワ ネン ガツ		令和４年
２月 レイ ワ ネン ガツ		令和４年
３月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
６月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
７月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
８月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
９月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
１０月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
１１月 レイ ワ ネン ガツ		令和３年
１２月 レイ ワ ネン ガツ		令和４年
１月 レイ ワ ネン ガツ		令和４年
２月 レイ ワ ネン ガツ		令和４年
３月 レイ ワ ネン ガツ		担当者（所属、氏名）
／連絡先 タントウシャ ショゾク シメイ レンラクサキ

		（例） レイ		8/31/21		13		厚生労働省C薬局 コウセイ ロウドウショウ ヤッキョク		△△△△△△△△△		（後発調○）第○号 コウハツ チョウ ダイ ゴウ		◎後発調２（80％以上） チョウ		◎後発調２（80％以上） チョウ		後発調２（80％以上） チョウ										4000		4500		5000		4700		4200												79.5		78.4		80.5		79.8		80.2												81.2		80.8		80.5		81.4		81.3												61.5		62.1		61.3		61.7		60.5												○○○○／△△－△△△△－△△△△







（後発調１）：後発医薬品調剤体制加算１（75％以上）
（後発調２）：後発医薬品調剤体制加算２（80％以上）
（後発調３）：後発医薬品調剤体制加算３（85％以上）
（後発減算）：後発医薬品減算（40％以下）



【様式１－３】各項目の選択肢

				※★のついている項目は、以下のプルダウンが設定されていますので、該当するものから選択してください。 コウモク イカ セッテイ ガイトウ センタク

				都道府県番号 トドウフケン バンゴウ						後発医薬品調剤体制加算等 チョウザイ ナド



				1		北海道 ホッカイドウ				後発調１（75％以上） チョウ イジョウ

				2		青森県 アオモリケン				後発調２（80％以上） チョウ

				3		岩手県 イワテケン				後発調３（85％以上） チョウ

				4		宮城県 ミヤギケン				後発減算（40％以下） コウハツ ゲンサン イカ

				5		秋田県 アキタ ケン				◎後発調１（75％以上） チョウ イジョウ

				6		山形県 ヤマガタケン				◎後発調２（80％以上） チョウ

				7		福島県 フクシマケン				◎後発調３（85％以上） チョウ

				8		茨城県 イバラキケン				◎後発減算（40％以下） コウハツ ゲンサン イカ

				9		栃木県 トチギケン

				10		群馬県 グンマケン

				11		埼玉県 サイタマケン

				12		千葉県 チバケン

				13		東京都 トウキョウト

				14		神奈川県 カナガワケン

				15		新潟県 ニイガタケン

				16		富山県 トヤマケン

				17		石川県 イシカワケン

				18		福井県 フクイケン

				19		山梨県 ヤマナシケン

				20		長野県 ナガノケン

				21		岐阜県 ギフケン

				22		静岡県 シズオカケン

				23		愛知県 アイチケン

				24		三重県 ミエケン

				25		滋賀県 シガケン

				26		京都府 キョウトフ

				27		大阪府 オオサカフ

				28		兵庫県 ヒョウゴケン

				29		奈良県 ナラケン

				30		和歌山県 ワカヤマケン

				31		鳥取県 トットリケン

				32		島根県 シマネケン

				33		岡山県 オカヤマケン

				34		広島県 ヒロシマケン

				35		山口県 ヤマグチケン

				36		徳島県 トクシマケン

				37		香川県 カガワケン

				38		愛媛県 エヒメケン

				39		高知県 コウチケン

				40		福岡県 フクオカケン

				41		佐賀県 サガケン

				42		長崎県 ナガサキ ケン

				43		熊本県 クマモトケン

				44		大分県 オオイタケン

				45		宮崎県 ミヤザキケン

				46		鹿児島県 カゴシマケン

				47		沖縄県 オキナワケン
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【　様　式　１−３　】


※「★」が記載されている項目は、プルダウンから選択して入力してください。手書きで記載する場合には、「各項目の選択肢」のシートを参照し、プルダウンで設定されている選択肢以外は記載しないよう、ご留意ください。
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日薬事務局
クリップ



事 務 連 絡 

令和３年９月 21 日 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管

部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高

齢者医療主管課(部)あて通知するとともに、別添団体各位に協力を依頼しまし

たので、貴団体におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願いい

たします。 

 

 

 



事 務 連 絡 

令和３年９月 21 日 

 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

 

 

昨今、後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発医薬品の

供給停止や出荷調整が頻発しており、これらの製品を使用されていた保険医療機関及び保険

薬局（以下「保険医療機関等」という。）を中心に、代替後発医薬品を入手することが困難

となっている状況にある。 

厚生労働省としては、可能な限り早期に安定供給ができるよう、各製造販売業者に対して

早期の供給回復、引き続きの安定供給や増産等の対応をお願いしているところであるが、こ

のような状況であることを踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い等について、下記のとおり取

りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関等に対し周知徹底を

図られたい。 

 

記 

 
１．供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

（１）後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いに

ついて 

① 小林化工株式会社及び日医工株式会社に対する医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）による行政処分等

を契機として令和３年７月１日時点で供給が停止されていると医政局経済課に報

告があった医薬品（以下「供給停止品目」という。）のうち、別添２に示す供給停

止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、

「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」

注７に規定する減算（後発医薬品減算）（以下「加算等」という。）における実績

要件である後発医薬品の使用（調剤）割合（以下「新指標の割合」という。）を算

御中 



 
 

出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする。 

  当該取扱いについては、令和４年３月 31 日を終期とする。 

 

② ①の取扱いを行う場合においては、別添２に示す全ての品目について、新指標の

割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外す

ることは認められない。 

   また、①の取扱いについては、１月ごとに適用できることとし、加算等の施設基

準について、直近３月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該３月に

①の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととする。 

なお、カットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象とはしない

こととし、新指標の割合について①の取扱いを行った場合においても、カットオフ

値については従前通り算出し、加算等の施設基準の実績要件を満たすかどうか確認

すること。 

 

③ 新指標の割合を算出する際に、①の取扱いを行い、加算等の実績要件を満たすこ

ととする場合（後発医薬品減算については減算に該当しないこととなった場合）に

おいては、保険医療機関等は、各月の新指標の割合等を記録するとともに、別紙様

式（後発医薬品使用体制加算は様式１－１、外来後発医薬品使用体制加算は様式１

－２、後発医薬品調剤体制加算等は様式１－３）を用いて各地方厚生（支）局に報

告を行うこと。 

なお、前月と加算等の区分が変わらない場合においても、新指標の割合の算出に

①の取扱いを行い、実績を満たすこととする場合は、報告の対象となる。 

また、加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合には、従

前通り変更等の届出を行う必要がある。その際、後発医薬品の使用割合等について

は、①の取扱いを行って算出した割合を記載しても差し支えないこととする。 

 

（２）（１）③の報告時期について 

 （１）①の取扱いによって実績を満たすこととなる保険医療機関等に係る同③の報告

を行う時期は次のとおりとする。なお、各期限までに報告が間に合わない場合には、

事前に各地方厚生（支）局に相談すること。 

  

① 令和３年９月～10 月の実績について、（１）①の取扱いを実施した保険医療機関

等： 

  令和３年 11 月 30 日（火）までに、令和３年９月～10 月分の実績等について報告 

  

② 令和３年 11 月～令和４年１月の実績について、（１）①の取扱いを実施した保険

医療機関等： 

    令和４年２月 28 日（月）までに、令和３年９月～令和４年 1 月分の実績等につ

いて報告（（２）①の報告を実施した場合も報告すること） 



 
 

 

２．その他の診療報酬の取扱いについて 
  別添１のとおりとする。 
 


